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「スペインのカトリック両王と《Tanto Monta》」（その 2）

立 石 博 高
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第 2 章　19 世紀国民史学と「Tanto Monta」

第 1 節　国民国家形成と国民史学
　前章では，カトリック両王期を「Tanto Monta」を掲げるカスティーリャとアラゴンの二人の国王に
よるスペイン国家統一の時代と見なす歴史神話が，国章・貨幣・切手などによってフランコ独裁体制下
で広く喧伝されていたことを確認した。ホセ・アントニオ・モンヘが追想しているように，「スペイン
内戦後の統一的学校教育の場で子どもたちは《Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando（イサ
ベルとフェルナンドは同権である）》を刷り込まれた」のである（1）。
　巷間では，「Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando」の標語はフランコ時代成立期に初めて
流布されたという理解が一般化している（2）。だが本章で論じるように，この言葉の創造は 19世紀前半
もしくは 18世紀末であり，その定着は 19世紀後半から 20世紀初めにかけてスペイン国民国家形成に
寄与した国民史学（ナショナル・ヒストリー）の努力の賜物といってよい。本章第 2節でこの標語が生
まれた史料的論拠を提示するが，まずは国民史学がなぜカトリック両王期を神話化したのかを考察した
い。
　一つの国家＝一つの国民＝一つの国家語を標榜したフランスの国民国家形成をモデルとして後追い的
に国民国家を形成しようとしたスペインでは 19世紀初めに，旧体制が抱えていた多様な地域文化と言
語を排除はしないがスペイン語（カスティーリャ語）を唯一の国家公用語として国民国家を構築しよう
とする動きが鮮明化した。最初のスペイン自由主義憲法は 1812年に制定される。そこで強調されたの
は一つの「国民（ナシオン）」であり，もっとも地域の特殊性に固執していたカタルーニャ選出代議員
カッマニィでさえ，「これら（アラゴン人，バレンシア人，ムルシア人など）の小さな諸国民（ナシオ
ネス）から偉大な国民（ナシオン）が構成される」と述べていた。さらに同時期にカタルーニャ人プチ
ブランは，「国家のなかの他の人々と新しい諸制度のもとでますます緊密な絆を作り上げていくには，
地方語を放棄する必要がある」と説いていた（3）。
　カトリック両王礼賛国民史学の起点となったのは，当時のロマン主義をもっとも大きく反映した歴史
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学者モデスト・ラフエンテ（1806―1866）の著した『スペイン全史』30巻（1850～67年）であった（4）。
その歴史叙述は，スペイン自由主義国家の国民意識形成の意図に直接的に応えるものであった。ちなみ
に全史の「序文」で次のように述べている（5）。
　《アラゴン王（フェルナンド）は偉大な君主であった。その偉大さを失うことはなかったが，カステ
ィーリャ女王（イサベル）の傍らにいるとその偉大さも女王に負けず劣らずというわけにはいかなかっ
た。二人は諸王国の統治を，家庭内と同じように分かち合い，彼らの署名は，彼らの意思と同じく常に
一体であった。「Tanto Monta」は彼らの旗の標語である。彼らはスペインの地平線を同時に明るく照
らす二つの惑星であり，一方の最大の輝きがもう一方の光を遮ることはない。》
　ラフエンテは歴史家ならぬ詩的表現で，「Tanto Monta」を「同権である」と捉え，カトリック両王
を，実際には諸王国に分かたれていたスペインの国家的統一の始祖であると謳い上げたのである。そし
てこうした理解は，広く定着した。例えば，ジャーナリストのフェリーペ・ピカトステ（1834―1892）
の『スペイン史要約』（初版は 1884年）は 20世紀初めにかけて版を重ねたが，カトリック両王期を
「カスティーリャの歴史のなかでもっとも輝かしい栄光の時代」であったと叙述している（6）。その結
果，歴史叙述とナショナル・アイデンティティを研究するボイドが指摘するように，スペインの国民史
学はカスティーリャを中心とした統一国家形成の神話化に突き進んでいった。19世紀末から 20世紀初
めにかけて，保守主義者にとっても進歩主義者にとっても，カトリック両王の治世は絶賛すべき時代だ
ったのである（7）。
　「Tanto monta」の言葉に関して言えば，音楽研究者・文献学者であったホセ・マリア・スバルビ
（1834―1910）の記念碑的な『スペイン一般箴言集』（全 10巻，1876～78年）がその定着に大きく与っ
た。彼は「Tanto monta」という言葉を収録して「tanto una cosa como ótra（同じである）」と同義だと
する一方，この言葉が有名になったのはカトリック両王が二人のための標語として採用し，かつこの言
葉の考案者がアントニオ・デ・ネブリーハだったからだと述べている。さらに「Tanto monta, monta 
tanto Isabel como Fernando」という言葉は，フェルナンドとイサベルは同権であるという意味で，あ
る機会にイサベルが述べたものだと紹介している（8）。
　19世紀後半には，スペインの歴史的出来事を題材とし，ラフエンテらが企図した国民史学の構築に
視覚的に寄与する「歴史画」が，大いに流行した。国民の英雄的行為を扱い（英雄的過去の創造），大
きなキャンバスに描かれ公の場に飾られた歴史画は，少なからず「歴史的記憶の集合的イメージ」の形
成に役立ったのである（9）。もちろん，カトリック両王の偉大さと「Tanto Monta」がそれらの題材とな
ったことは言うまでもない。
　その一枚が，エミリオ・サラ・イ・フランセス（1850―1910）が 1889年パリ万国博覧会のスペイン・
パビリオンのために描いた大きな絵画（縦 3.13 m×横 2.81 m）である。現在は，プラド美術館内の歴
史画コーナー（Sala 075）に飾られ，「スペインからのユダヤ教徒追放（1492年）」という標題が付され
ている（【図 14】を参照）（10）。描かれているのは，ユダヤ教徒国外追放の決断を阻むためにユダヤ教徒
の代表が 3万ドゥカードもの献金を申し出ているのを知った異端審問長官トルケマーダが，この場に馳
せ参じて中央のテーブルのうえに十字架を置き，ユダがお金のためにイエスを裏切ったことに触れて，
カトリック両王に対して追放の決断を献金で翻意しないよう強く迫った光景である。このトルケマーダ
の進言によって両王は，1492年 3月 31日にユダヤ教徒追放の布告を発するに至ったという。
　まさに王権と異端審問制の結びつきがスペイン・カトリック君主国の実現を可能にしたという喧伝の
歴史画をサラ・イ・フランセスは完成させたのだが，ここで注目したいのは玉座に座るフェルナンドと
イサベルのうえに据えられた天蓋（dosel）である。「TANTO MONTA」の標語が大きく描かれ，標語
の左右と中央に合わせて三つのゴルディアスの結び目と軛の記章が描かれており，これらの表象がカト
リック両王によるスペイン諸王国の統合をみごとに物語っているのである（11）。



人文学研究所報 No. 75，2026. 3

151

【図 14】

　なお 1889年パリ万国博覧会には，スペインの伝統的工芸を喧伝するためにパビリオンの壁に釉をか
けた陶磁器の「カトリック両王の紋章」が飾られていたが，これは 1882年に設立されたトレード技芸
学校（現在はトレード芸術学校）のファサードに飾られたものと同一であった。というのも両者ともに
建築家・彫刻家のアルトゥーロ・メリダ（1849―1902）の手によるものであり，技芸・芸術の発展に対
するカトリック両王の貢献が称えられていたのである（【図 15】と【図 16】を参照）（12）。なお，この紋
章のデザインは基本的には前述した 1497年の金貨（本誌第 74号所収の本稿第 1章第 1節【図 5】を参
照）をモデルにしたものであることは想像に難くない。さらに聖ヨハネの鷲の下部の両側には軛と矢が
丹念に描かれている。

【図 15】

【図 16】

　ところで，フランコ時代から現在までもなお「Tanto Monta」とカトリック両王の神話を視覚的に強
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く訴えているのは，セゴビアの城塞（アルカサル）内の「玉座の間」である。この町の象徴ともされる
城塞は 12世紀に起源をもち，1985年にユネスコ世界遺産に指定されているが，1862年の火災で内部に
大きなダメージを受けている（13）。ここで注目したいのは，19世紀末から復元作業が始まり，エンリケ
4世（イサベル女王の異母兄）がつくったとされる「玉座の間」は，実は 20世紀初めに創造されたも
のであって，カトリック両王を称える間に変容されていることである。城塞を訪れてこの間を鑑賞する
人びとは，両王にまつわる「Tanto Monta」のイメージを膨らませることになる。
　両王の座る玉座の背後には，先述の 1497年の金貨（【図 5】を参照）をモデルにした紋章が据えられ
ており，とくに聖ヨハネの鷲と日輪が際立っている。さらに上部には天蓋（ドセル）が据えられている
が，そこには「TANTO MONTA」の標語が大きく描かれ，中央には紋章（カスティーリャとレオン，
アラゴンとシチリア，そしてグラナダを表徴）が描かれ，その両脇にはｆ（フェルナンド）とｙ（イサ
ベル）の文字が添えられている（【図 17】と【図 18】を参照）。これがフランコ時代の国章と近似して
いることは明確であり，セゴビア城塞でこの玉座の間を訪れる人びとは，ガイドの説明を聴きながら前
述の【図 11】（本稿第 1章第 2節）に図版化されたようなカトリック両王神話の史実化を受け入れるこ
とになるのである。
　以上，「Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando」という意味の「Tanto Monta」は，フランコ
時代の創造ではなく（もちろんこの時代にその意味を肥大化させ，ナショナル・カトリシズムの礎にし
たのは間違いない），19世紀半ばの国民史学的立場からの歴史的作為であった。節をあらためて，この
標語の歴史的由来の考察を続けたい。

【図 17】

【図 18】
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《第 2章第 1節の図版一覧》

【図 14】エミリオ・サラ・イ・フランセス画「スペインからのユダヤ教徒追放（1492年）」（1889年，
プラド美術館所蔵）
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/expulsion-de-los-judios-de-espaa-ao-de-1492/
e93c1cd5-11c0-4e4e-8a8e-876849dac09c
【図 15】トレード技芸学校のファサード
筆者撮影
【図 16】トレード技芸学校のファサードの「カトリック両王の紋章」
筆者撮影
【図 17】セゴビア城塞の玉座の間
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sal%C3%B3n_del_Trono_del_Alc%C3%A1zar_de_Segovia.jpg
【図 18】同玉座の間のカトリック両王の紋章
筆者撮影

第 2 節　「Tanto Monta」起源に関する 19 世紀半ばの所説
　前節ではラフエンテの『スペイン全史』の第 1巻序文（1850年刊行）が，カトリック両王は「同権
である」という意味の「Tanto Monta」の流布に大いに寄与したと指摘したが，そうした意味での「Tan-
to Monta」理解は 19世紀半ば以前にも見られた。例えば，ケベード著『諸物語の物語』の再刊（1859
年）の本文中の「Tanto monda」の注釈で，フェルナンデス ― ゲーラは後のスバルビ『スペイン一般箴
言集』の「Tanto monta」の項目の判例となるような説明を加えている（14）。そしてこの言葉の起源とし
て「Jovi」，「el padre Sigüenza」と同時代の「Washington Irving」を挙げている。Joviはイタリア人の
人文主義者パオロ・ジョビオ（1483―1552，Paolo Giovio，スペイン語名 Paulo Jovio）と，el padre 
Sigüenzaはヒエロニムス会修道士ホセ・デ・シグエンサ（1544―1606）と推察されるが，本稿第 3章で
詳述するように，両者ともに「（カトリック両王は）同権である」という意味はこの標語の説明に加え
ていない。Washington Irvingは『アルハンブラ物語』（1832年に英語で刊行）の著作で有名なワシン
トン・アーヴィング（1783―1859）に違いないと思われる。だが，その原著にもスペイン語訳（1833年
に出版）にもこの標語への言及はなく，フェルナンデス ― ゲーラがなにを根拠としているかは管見の限
り確認できない（15）。
　ノウゲス・セカルは，後述する（第 3章）サラゴーサのアルファフェリーア宮（11世紀後半に建て
られたイスラームの居城で，中世後期にはアラゴン王の居城とになったもので，カトリック王フェルナ
ンドを称える装飾に溢れている）についての書物を 1846年に著し，そのなかで「Tanto Monta」の標
語の意味を論じている。それは同時代的な理解（フェルナンドの偉業と関係したゴルディアスの結び目
の故事）を紹介するとともに，注釈で付加的説明をしているのだが，それが興味深いので引用しよ
う（16）。
　《他の論者たちがこの標語に別の意味を与えていることを無視できない。そのなかでも私の記憶違い
でなければポンス

4 4 4

は，TANTO MONTAは tanto monta, monta tanto Isabel como Fernandoの標語の省略
形で，彼らの諸国の統治を二人は完全に同意して行なっていたという彼らの密接な結びつきを表してい
る，と言及している。》（傍点は筆者）
　ここで触れられているポンスは，18世紀後半にスペイン各地を旅行した著述家アントニオ・ポンス
（1725―1792）であることは間違いないだろう。残念ながらその大著『スペイン旅行』（全 18巻，1772～

94年）のなかに筆者は，該当箇所を見出すことはできなかった（17）。いずれにせよ，すでに 19世紀半ば
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の歴史的認識のなかで，「（フェルナンドとイサベルは）同権である」という解釈が，18世紀末の著作
を根拠として現れていたことに注目したい。
　さらに筆者が 19世紀前半の「Tanto Monta」の記述として見出すことができたのは，『スペイン審美
週報（Semanario Pintoresco Español）』の第 128号（1838年 9月 9日）である（【図 19】を参照）。19
世紀になると歴史文化遺産への関心が高まり，博物館や美術館が誕生し，1844年には「歴史芸術記念
物委員会」が設立されるが，これは同時期に進められたデサモルティサシオン（教会・自治体財産の国
有化・売却）によって多くの文化財が破壊されたり海外へ流出したりすることへの反動でもあっ
た（18）。なかでもリトグラフ技術が流布すると各地の歴史芸術記念物を紹介する雑誌が発行され，『スペ
イン審美週報』（1836～57年）は優れた版画家や文筆家を集めて人気を博した。19世紀から 20世紀に
かけて各地の建造物などが失われるが，この週刊誌に掲載された図版は貴重な画像史料として当時のあ
り様を伝えてくれる（19）。
　その第 128号ではセゴビアのサンタ・クルス教会（Iglesia de Santa Cruz de Segovia）を紹介してお
り，「Tanto Monta」との関係では以下のような記述がある。ただ，この記事は匿名で書かれていて書
き手は分からない。
　《この教会のペディメント（切妻壁）は，カトリック両王の紋章と記章で飾られている。かの有名な
アントニオ・デ・ネブリーハが創った「tanto monta」として知られる刻銘ないし標語とゴルディアス
の結び目の記章は，以下のようなかたちで建物の身廊の外壁上部のコーニスの縁に飾られている。
「Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando」である。この説明は，標語がゴルディアスの結び目
に適用されるとする一般的な考えとはあまり合致しない。そのことを除けば，巧みに浮彫されたブルゴ
ーニュ風文字は美しい効果を生み出している。》

【図 19】
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　サンタ・クルス教会の外壁などの様々な装飾については，第 5章で詳しく紹介するが，ここではコー
ニス部分の刻銘から「（カトリック両王は）同権である」という「Tanto monta, monta tanto, Isabel 
como Fernando」を読み取るのは，恣意的であることを指摘しておきたい。まずは，この部分を撮影し
た現在の刻銘を見てみよう（【図 20】，【図 21】，【図 22】を参照）（20）。

【図 20】

【図 21】

【図 22】

　このコーニスには，ゴルディアスの結び目の絡んだ軛（フェルナンドの記章）をその間に挟んだ標語
「TANTO MONTA」が左から右にかけて繰り返されていることがわかる。そしてこの標語の後には花文
様，そして矢の束（イサベルの記章），別の花文様，王冠を戴いた Fの文字（フェルナンドを指す），
ドミニコ会の紋章（十字架），王冠を戴いた Yの文字（イサベルを指す），そして花文様という形式に
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なっている。そして，この外壁装飾の改修作業は，1482年から 1496年のあいだと推定されている（21）。
　13世紀に起源をもつセゴビアのサンタ・クルス教会＝修道院はドミニコ会のもので，カトリック両
王の庇護のもと 15世紀末に大きく発展した。このことを称えるために，「F／ドミニコ会紋章／Y」が
顕示されていることは言うまでもないだろう。さらにフェルナンドの記章である「軛」とイサベルの記
章である「矢の束」によって，この庇護が強調されているのである。さらに後述するように（第 3章を
参照），「Tanto Monta」はもともとはフェルナンドのもの（ゴルディアスの結び目）であったのだが 15
世紀末にはフェルナンドとイサベルの二人の共通の標語として使われていたことを推定させる。ただ
し，このことをもってフェルナンドとイサベルは「同権である」（「Isabel como Fernando」）と解釈す
ることはできない（22）。イレーネ・ゴンサレスとオリバーレス・マルティネスの共著は，「セゴビア協定

4 4 4 4 4 4

によって定められた 1475年以後の両君主の平等の結びつきと絡んだ標語 TANTO MONTA」（傍点筆
者）がこの修道院のコーニスに刻まれているというが，1838年の『スペイン審美週報』の記事と同様
に，画像史料の行き過ぎた解釈だと言わざるをえない（23）。ララニャーガ・スルエタは，この標語が
「イサベルとフェルナンドのあいだの同等の関係」を示すと見ることはできないと断言する一方，この
サンタ・クルス教会のさまざまな彫刻は「王権の宣伝と称揚のかたち」として注目されると指摘する。
そしてなによりも教会正面ファサードのペディメントのカトリック両王の紋章の宣伝効果を指摘する
（【図 23】，【図 24】を参照）（24）。

【図 23】

【図 24】

　ところで，1475年の「セゴビア協定」は，長くカトリック両王の「同権である」神話の歴史的根拠
とされてきたが，そうした解釈は現在では否定されているので少しく論じておきたい（25）。周知のよう
にカスティーリャ王国のイサベル王女とアラゴン連合王国のフェルナンド王子（1468年からシチリア
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王の肩書をもつ）は 1469年に結婚し，カスティーリャ王国では 1474年 12月に異母兄エンリケ 4世が
没してイサベル 1世の即位となった。そこでカスティーリャ王権に対するフェルナンドの関わりが問題
となり，1475年 1月 15日に「セゴビア協定」という権利関係の調停案が締結されるに至ったのである
（【図 25】を参照）。

【図 25】

　フェルナンドは，イサベルと比べると継承権の弱さは明らかだったが，もともとは同じトラスタマラ
家の家系であった。そして政治的野望を抱く彼は，カスティーリャ王国に対しても新たな君主となった
妻イサベルの王配（王の配偶者）の地位に甘んじることはできなかった。しかし彼をカスティーリャの
共同統治王と認めれば，アラゴン系勢力の介入を恐れるカスティーリャ貴族の反発を招くのは必至だっ
た。そこで妥協として生まれたのが「セゴビア協定」であって，イサベルとフェルナンドの同権を認め
たものではない。たしかに重要文書にはフェルナンドとイサベルの順に二人の署名がなされる，その代
わりに二人の紋章を組み合わせた新たな紋章ではカスティーリャをアラゴンに対して優位に配置する，
という平等を伺わせる取り決めもある。だがカスティーリャの恩寵や重要官職賦与の権限はもっぱらイ
サベルに属するとされるなど，フェルナンドのカスティーリャ王としての権限を制約する条項も盛り込
まれていたのである。
　ただしポルトガルの支援を受けたエンリケ 4世の妹フアナ支持派とのカスティーリャ内戦が勃発する
と，イサベルは夫フェルナンドの政治的狡知さと軍事的采配に頼らざるを得ず，1475年 4月 28日に実
質的に「共同統治者（corregente）」としての権限を夫に与えたのである。その後，1479年 1月にフェ
ルナンドがアラゴン王に即位すると，紆余曲折を経てやがてイサベルもアラゴン王の権限を獲得する
が，実質的な権限行使はほとんどされなかった。いずれにせよ，「共同統治者」の立場は相手側の存命
中に限られ 1504年にイサベルが死去すると，フェルナンドはカスティーリャ王国での国王としての権
限を失う。以後は，イサベルの遺言に基づいてカスティーリャの摂政の地位に甘んじている（26）。
　なおセゴビア協定に基づいて新たにつくられた二人の紋章は，新たな王国併合の経過のなかで変化し
ていくが，最初のもののひとつが先に触れた【図 24】である。内戦を経て共同統治を実現したカトリ
ック両王は，二人の統治する諸国を表徴する紋章を各地の教会や修道院，宮殿などの装飾に使い，統合
された王権の権威を遍く誇示しようとしていく（27）。このことについては次章以降で詳しく紹介してい
きたい。
　以上，19世紀の国民史学によって「Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernado」の標語が巷間に
流布したことを確認した。それが初めて使われたのは 18世紀末である可能性を否定できないのだが，
とくに 1838年の『スペイン審美週報』の記事によって，15・16世紀に建てられた建造物に刻まれてい
た「TANTO MONTA」の碑銘に過度の意味を付与してしまい，あたかも歴史的正統性があるかのよう
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にみられてしまったのである。そこで章を改めて，同時代の「Tanto Monta」への言及と装飾について
史料的に確認していきたい。

《第 2章第 2節の図版一覧》

【図 19】『スペイン審美週報（Semanario Pintoresco Español）』第 128号（1838年 9月 9日）
【図 20】セゴビアのサンタ・クルス教会外壁のコーニス部分の刻銘
小倉真理子氏撮影
【図 21】同
小倉真理子氏撮影
【図 22】同
小倉真理子氏撮影
【図 23】セゴビアのサンタ・クルス教会の正面ファサード
小倉真理子氏撮影
【図 24】同ファサード上部のペディメントに刻まれたカトリック両王紋章
小倉真理子氏撮影
【図 25】「セゴビア協定」（1475年 1月 15日）
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Concordia_Segovia.JPG
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